
 

【企業年金基金規約例】 

○○企業年金基金規約（例） 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この企業年金基金（以下「基金」という。）は、確定給付企業年金法（平成１３年法律第

５０号。以下「法」という。）に基づき、基金の加入者等の老齢、（障害、）死亡又は脱退につい

て給付を行い、もって加入者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。 

 

（名称） 

第２条 この基金は、○○企業年金基金という。 

 

（事務所） 

第３条 この基金の事務所は、次の場所に置く。 

○○県○○市○○町○○番地 

 

（注）従たる事務所を有する場合 

主たる事務所  ○○県○○市○○町○○番地 

従たる事務所  ○○県○○市○○町○○番地 

 

（実施事業所の名称及び所在地） 

第４条 この基金の実施事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 

名 称  ○○会社本社 

所在地  ○○県○○市○○ 

 

名 称  ○○会社○○工場 

所在地  ○○県○○市○○ 

 

（※ 実施事業所が多数ある場合） 

第４条 基金の実施事業所の名称及び所在地は、別表第１のとおりとする。 

 

（公告の方法） 

第５条 この基金において公告しなければならない事項は、この基金の事務所（従たる事務所を

含む。）の掲示板に文書をもって掲示する。 

２ 確定給付企業年金法施行令（平成１３年政令第４２４号。以下「令」という。）第８条、第９

条、第５４条、第５８条、第５９条及び第６３条第２項の規定に基づく公告は、前項の規定に

よるほか、官報に掲載して行う。 

 

第２章 代議員及び代議員会 

 

（代議員及び代議員会） 

第６条 この基金に代議員会を置く。 

２ 代議員会は、代議員をもって組織する。 

 

（定数） 

第７条 この基金の代議員の定数は、○人とし、その半数は、実施事業所の事業主（以下「事業

主」という。）において事業主（その代理人を含む。）及び実施事業所に使用される者のうちか

ら選定し、他の半数は、加入者において互選する。 
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（任期） 

第８条 代議員の任期は、○年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

２ 前項の任期は、選定又は互選の日から起算する。ただし、選定又は互選が代議員の任期満了

前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。 

 

（互選代議員の選挙区及び代議員数） 

第９条 加入者において互選する代議員（以下「互選代議員」という。）の選挙は、各選挙区ごと

に行う。 

２ 前項の選挙区及び選挙区ごとに選挙する互選代議員の数は、別表第２のとおりとする。 

 

（互選代議員の選挙期日） 

第１０条 互選代議員の任期満了による選挙は、互選代議員の任期が終わる日の前○日以内に行

う。ただし、特別の事情がある場合には、互選代議員の任期が終わる日の後○日以内に行うこ

とができる。 

２ 互選代議員に欠員を生じたときに行う補欠選挙の期日については、前項の規定を準用する。 

３ 前２項の規定による選挙の期日は、○日前までに公告しなければならない。 

４ 前項の規定による公告の方法は、第５条第１項の規定を準用する。 

 

（互選議員の選挙の方法） 

第１１条 互選代議員は、単記（又は連記）無記名投票により選挙する。ただし、代議員候補者

の数が選挙すべき代議員の数を超えない場合は、この限りでない。 

２ 前項の投票は、加入者１人について１票とする。 

 

（当選人） 

第１２条 選挙の結果、各選挙区において最多数の投票を得た者をもって当選人とする。ただし、

各選挙区内の互選代議員の数をもって有効投票の総数を除して得た数の○分の１以上の得票が

なければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第１項ただし書の規定により投票を行わない場合においては、

同項ただし書の互選代議員候補者をもって当選人とする。 

３ 理事長は当選人が決まったときは、当選人の氏名及び所属する実施事業所の名称を公告しな

ければならない。 

４ 前項の規定による公告の方法は、第５条第１項の規定を準用する。 

 

（互選代議員の選挙執行規程） 

第１３条 この規約に定めるもののほか、互選代議員の選挙に関して必要な事項は、代議員会の

議決を経て別に定める。 

 

（選定代議員の選定） 

第１４条 事業主において選定する代議員（以下「選定代議員」という。）の任期満了による選定

は、互選代議員の選挙の日に行う。 

２ 選定代議員に欠員を生じたときは、事業主は、速やかに補欠の選定代議員を選定しなければ

ならない。 

３ 事業主は、選定代議員を選定したときは、選定代議員の氏名及び所属する実施事業所の名称

を文書で理事長に通知しなければならない。 

４ 前項の通知があったときは、理事長は直ちに通知のあった事項を公告しなければならない。 

５ 前項の規定による公告の方法は、第５条第１項の規定を準用する。 

 

（通常代議員会） 
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第１５条 通常代議員会は、毎年○月に招集する。 

 

（臨時代議員会） 

第１６条 理事長は必要があるときは、いつでも臨時に代議員会を招集することができる。 

２ 理事長は、代議員の定数の３分の１以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載

した書面を提出して代議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から２０日以内に

臨時代議員会を招集しなければならない。 

 

（代議員会の招集手続） 

第１７条 理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日

の前日から起算して５日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、

日時及び場所を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなければならない。 

２ 前項の規定による公告の方法は、第５条第１項の規定を準用する。 

 

（定足数） 

第１８条 代議員会は、代議員の定数（第２０条の規定により議決権を行使することができない

代議員の数を除く。）の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。 

 

（代議員会の議事） 

第１９条 代議員会の議事は、法令及びこの規約に別段の定めがある場合を除き、出席した代議

員の過半数で決し、可否同数の時は、議長が決する。 

２ 規約の変更（確定給付企業年金法施行規則（平成１４年厚生労働省令第２２号。以下「規

則」という。）第１５条各号に規定する事項の変更を除く。）の議事は、代議員の定数の３分の

２以上の多数で決する。 

３ 代議員会においては、第１７条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決する

ことができる。ただし、出席した代議員の３分の２以上の同意があった場合は、この限りでな

い。 

 

（代議員の除斥） 

第２０条 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。

ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。 

 

（代理） 

第２１条 代議員会の代理出席は、選定代議員にあっては代議員会に出席する他の選定代議員に

よって、互選代議員にあっては代議員会に出席する他の互選代議員によって行うものとする。 

２ 前項の規定による代理人は、５人以上の代議員を代理することができない。 

 

（代議員会の議決事項） 

第２２条 次の各号に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。 

一 規約の変更 

二 役員の解任 

三 毎事業年度の予算 

四 毎事業年度の事業報告及び決算 

五 借入金の借入れ 

六 その他の重要事項 

 

（会議録） 

第２３条 代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなけれ

ばならない。 

一 開会の日時及び場所 
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二 代議員の定数 

三 出席した代議員の氏名及び第２１条の規定により代理された代議員の氏名 

四 議事の経過の要領 

五 議決した事項及び可否の数 

六 その他必要な事項 

２ 会議録には、議長及び代議員会において定めた２人以上の代議員が署名しなければならない。 

３ 基金は、会議録を基金の主たる事務所に備え付けておかなければならない。 

４ 加入者及び加入者であった者は、基金に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この

場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。 

 

（代議員会の会議規則） 

第２４条 この規約に定めるもののほか、代議員会の運営に関して必要な事項は、代議員会の議

決を経て別に定める。 

 

第３章 役員及び職員 

 

（役員） 

第２５条 この基金に、役員として理事及び監事を置く。 

 

（役員の定数及び選任） 

第２６条 理事の定数は、○人とし、その半数は選定代議員において、他の半数は互選代議員に

おいて、それぞれ互選する。 

２ 理事のうち１人を理事長とし、選定代議員である理事のうちから、理事が選挙する。 

３ 理事のうち１人を常務理事とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。 

４ 理事のうち１人を給付に充てるべき積立金（以下「積立金」という。）の管理及び運用に関す

る基金の業務を執行する理事（以下「運用執行理事」という。）とし、理事会の同意を得て理事

長が指名する。 

５ 監事は、代議員会において、選定代議員及び互選代議員のうちから、それぞれ１人を選挙す

る。 

 

（役員の任期） 

第２７条 役員の任期は○年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。 

２ 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、選任が役員の任期満了前に行われたときは、

前任者の任期満了の日の翌日から起算する。 

３ 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。 

 

（役員の解任） 

第２８条 役員が次の各号の一に該当する場合には、代議員会において３分の２以上の議決に基

づき解任することができる。ただし、その役員に対し、代議員会の前に弁明の機会を与えなけ

ればならない。 

一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 

二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 

三 理事にあっては、第３７条の規定に違反したとき。 

 

（役員の選挙執行規程） 

第２９条 この規約に定めるもののほか、理事、監事及び理事長の選挙に関して必要な事項は、

代議員会の議決を経て別に定める。 

 

（理事会） 

第３０条 この基金に理事会を置き、理事をもって構成する。 
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（理事会の招集） 

第３１条 理事長は、必要に応じ理事会を招集し、その議長となる。 

２ 理事長は、理事の定数の３分の１以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載し

た書面を理事長に提出して理事会の招集を請求したときは、その請求のあった日から○日以内

に理事会を招集しなければならない。 

３ 理事長は、理事会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日か

ら起算して５日前までに到達するように、理事に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場

所を示した招集状を送付しなければならない。 

 

（理事会の付議事項） 

第３２条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。 

一 代議員会の招集及び代議員会に提出する議案 

二 令第１２条第４項の規定による理事長の専決処分 

三 事業運営の具体的方針 

四 常務理事及び運用執行理事の選任及び解任 

 

（理事会の議事） 

第３３条 理事会は、理事の定数の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決することができ

ない。 

２ 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数の時は、議長が決する。 

３ 理事会に出席することのできない理事は、第３１条第３項の規定によりあらかじめ通知のあ

った事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権を行使することができる。 

 

（理事会の会議録） 

第３４条 理事会の会議録については、第２３条第１項から第３項までの規定を準用する。 

 

（役員の職務） 

第３５条 理事長は、この基金を代表し、その業務を総理するとともに、理事会において決定す

る事項以外の事項について決定を行う。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、

選定代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又は

その職務を行う。 

２ 常務理事は、理事長を補佐し、業務を処理する。 

３ 運用執行理事は、理事長を補佐し、積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行する。 

４ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提

出することができる。 

５ 監事は、この基金の業務を監査するほか、法第２３条の規定により理事長が代表権を有しな

い事項について、監事２名がこの基金を代表する。 

６ 監事が行う監査に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。 

 

（理事の義務及び損害賠償責任） 

第３６条 理事は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣又は地方厚生局長の処分、規約及び

代議員会の議決を遵守し、基金のために忠実にその職務を遂行しなければならない。 

２ 理事は、積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、基金

に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。 

 

（理事の禁止行為） 

第３７条 理事は、自己又はこの基金以外の第三者の利益を図る目的を持って、積立金の管理及

び運用の適正を害する行為をしてはならない。 
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（職員） 

第３８条 この基金の職員は、理事長が任免する。 

２ 前項に定めるもののほか、職員の給与、旅費、その他職員に関し必要な事項は、理事会の議

決を経て別に定める。 

 

第４章 加入者 

 

（加入者） 

第４０条 基金の加入者は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等（以下「従業者」と

いう。）とする。 

（※１ 加入者に一定の資格を定める場合） 

第４０条 基金の加入者は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等のうち、就業規則

（平成○年○月○日現在において効力を有する○○会社就業規則をいう。以下同じ。）第○条に

規定する従業者（以下「従業者」という。）とする。 

（※２ 加入者資格にグループ区分を設ける場合） 

第４０条 基金の加入者は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等とし、そのうち、就

業規則（平成○年○月○日現在において効力を有する○○会社就業規則をいう。以下同じ。）第

○条に規定する従業者を第１加入者とし、それ以外の者を第２加入者とする。 

 

（資格取得の時期） 

第４１条 従業者は、基金の実施事業所に使用されるに至った日（当該使用されるに至った日に

おいて従業者でない場合にあっては従業者となった日）に、加入者の資格を取得する。 

（※１ 待期期間を設ける場合１） 

第４１条 従業者は、基金の実施事業所に使用されるに至った日（当該使用されるに至った日に

おいて従業者でない場合にあっては、従業者となった日）以後最初に到来する○月１日に、加

入者の資格を取得する。 

（※２ 待期期間を設ける場合２） 

第４１条 従業者は、基金の実施事業所に使用されるに至った日（当該使用されるに至った日に

おいて従業者でない場合にあっては従業者となった日）から３年を経過した日に、加入者の資

格を取得する。 

（※３ 加入者となることを従業者が選択できることとする場合） 

第４１条 従業者のうち加入者となることについて同意している者は、基金の実施事業所に使用

されるに至った日（当該使用されるに至った日において従業者でない場合にあっては従業者と

なった日）に、加入者の資格を取得する。 

 

（資格喪失の時期） 

第４２条 従業者は、次のいずれかに該当するに至った日に、加入者の資格を喪失する。 

一 死亡したとき 

二 実施事業所に使用されなくなったとき 

三 従業者でなくなったとき 

四 従業者が使用される事業所が、実施事業所でなくなったとき 

（※ 資格喪失に年齢要件を設ける場合、第５１条で支給開始を退職時とする場合など） 

五 従業者が６０歳に到達したとき 

 

（加入者期間の計算） 

第４３条 加入者期間は、加入者の資格を取得した日の属する月から加入者の資格を喪失した日

の属する月の前月までの期間とする。 

（※ 加入者期間の計算に特段の定めをする場合） 

第４３条 加入者期間は、加入者の資格を取得した日の属する月から加入者の資格を喪失した日

の属する月の前月までの期間とする。この場合において、１年未満の端数が生じたときは、こ
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れを切り捨てるものとする。 

（※ 再加入者の期間を合算する場合） 

２ 加入者の資格を喪失した後に、再びこの基金の加入者の資格を取得した者（以下「再加入

者」という。）については、次に掲げる者を除き、前後の加入者期間を合算するものとする。 

一 再加入者となる前の加入者期間に係る脱退一時金の全部を支給された者 

二 再加入者となる前の加入者期間に係る老齢給付金の全部を支給された者 

三 再加入者となる前の加入者期間に係る脱退一時金の額に相当する額（以下「脱退一時金相

当額」という。）が第１０３条から第１０６条までのいずれかの規定に基づき移換された者 

（※ 待期期間を設けている場合であって、当該待期期間を合算する場合） 

３ 基金の加入者期間は、第１項の規定に基づき計算した加入者期間に３６月（待期期間）を合

算した期間とする。 

（※ 他の会社の勤続期間を加入者期間に合算する場合） 

４ 基金の加入者の資格を取得する前に、別表第３に掲げる厚生年金適用事業所に使用されてい

た場合にあっては、当該厚生年金適用事業所に使用されていた期間を第１項の規定に基づき計

算した加入者期間に合算するものとする。 

 

第５章 基準給与及び標準給与 

 

（基準給与（給付の額の算定に給与等を用いている場合に限る。）） 

（※１ 基準給与として全期間における基本給を用いる場合） 

第４４条 基金の給付の額の算定の基礎となる給与（以下「基準給与」という。）は、就業規則第

○条に定める基本給（以下「基本給」という。）とする。 

（※２ 基準給与として資格喪失時における基本給を用いる場合） 

第４４条 基金の給付の額の算定の基礎となる給与（以下「基準給与」という。）は、加入者の資

格喪失時における就業規則第○条に定める基本給（以下「基本給」という。）とする。 

（※３ 基準給与としてポイントを用いる場合） 

第４４条 基金の給付の額の算定の基礎となる給与（以下「基準給与」という。）は、就業規則第

○条に定める（勤続ポイント＋職能ポイント）×単価とする。 

２ 前項の単価は、１，０００円とする。 

 

（※ キャッシュバランスプランを設計する場合） 

（仮想個人勘定残高） 

第４５条 次の各号に規定する額の合計額を仮想個人勘定残高とする。 

一 加入者の資格を取得した日の属する月から当該資格を喪失した日の属する月の前月までの

基準給与に１０００分の○を乗じて得た額を累計した額 

二 加入者の資格を取得した月から老齢給付金の支給開始年齢に到達する日の属する月の前月

までの各月について、前事業年度末の仮想個人勘定残高に再評価率を乗じて得た額を１２で

除して得た額の累計額 

２ 前項第２号の再評価率は、毎事業年度ごとに、その年度の初日の属する年の前５年間に発行

された国債（期間１０年のものとする。）の応募者利回りの平均値（小数点以下第４桁以下の端

数が生じた場合は、これを四捨五入する。）とする。 

（※ 再評価率に上下限を設ける場合） 

３ 前項の規定にかかわらず、再評価率が７％を上回る場合にあっては７％とし、２％を下回る

場合にあっては２％とする。 

 

（標準給与（掛金の額の算定に給与等を用いている場合に限る。）） 

第４６条 基金の掛金の額の算定の基礎となる給与（以下「標準給与」という。）は、基本給とす

る。 

 

第６章 給付 

 7



 

第１節 給付の通則 

 

（給付の種類） 

第４７条 基金による給付は次のとおりとする。 

一 老齢給付金 

二 脱退一時金 

三 遺族給付金（任意） 

四 障害給付金（任意） 

 

（裁定） 

第４８条 給付を受ける権利（以下「受給権」という。）は、その権利を有する者（以下「受給権

者」という。）の請求に基づいて、基金が裁定する。 

２ 基金は、前項の規定による裁定の内容に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。 

３ 受給権者は、第１項の裁定の請求を行う場合は、裁定の請求の書類に生年月日に関する市区

町村長の証明書又は戸籍の抄本その他生年月日を証する書類を添付して基金に提出しなければ

ならない。 

（任意）４ 遺族給付金の請求に当たっては、裁定の請求の書類に次の各号に定める書類を添付

して基金に提出しなければならない。 

一 請求者が配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）、子（給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を

含む。以下同じ。）、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の場合 

  死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市区町村長の証明書又は戸

籍の抄本（請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した者と死亡の当時事実上婚姻関係と

同様の事情にあった者であるときは、その事情を証する書類）その他当該事実を証する書類 

ニ 請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたそ

の他の親族の場合 

  請求者が死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証

する書類 

５ 第５４条に定める未支給の給付の請求に当たっては、その請求者は、裁定の請求の書類に次

の各号に定める書類を添付して基金に提出しなければならない。ただし、死亡した受給権者が

死亡前に給付の請求をしていなかった場合は、前項に定める請求書を併せて提出しなければな

らない。 

一 請求者が配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の場合 

死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市区町村長の証明書又は

戸籍の抄本（請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した者と死亡の当時事実上婚姻関

係と同様の事情であった者であるときは、その事実を証する書類）その他当該事実を証す

る書類 

二 請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたそ

の他の親族の場合 

請求者が死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを

証する書類 

（※ 年金に代えて支給する一時金を設ける場合（第６０条）） 

６ 第６０条第１項ただし書きの規定により、年金に代えて一時金の支給を受けようとする場合、

当該受給権者は、同項各号に定める特別な事情があることを証する書類を提出しなければなら

ない。 

 

（標準年金額） 

※ 給付の額を２以上に区分して、算定方法を定める場合にあっては、「第１標準年金額」、「第２

標準年金額」といった区分ごとに定めることができる。 

（※１ 給付の額の算定方法が定額方式の場合） 
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第４９条 標準年金額は、加入者期間ごとに定めた別表第４の額とする。 

（※２ 給付の額の算定方法が平均給与比例方式の場合） 

第４９条 標準年金額は、加入者であった期間の各月の基準給与の平均額に加入者期間及び１０

００分の５を乗じて得た額とする。 

（※３ 給付の額の算定方法が最終給与比例方式の場合） 

第４９条 標準年金額は、基準給与の額に実施事業所に使用されなくなったときの加入者期間及

び退職事由（就業規則第○条に定める退職事由をいう。以下同じ。）ごとに定めた別表第５の率

を乗じて得た額に加入者の資格を喪失したときの年齢ごとに定めた別表第６の率を乗じて得た

額とする。 

（※４ キャッシュバランスプランの場合） 

第４９条 標準年金額は、支給開始年齢時の仮想個人勘定残高を○．○（標準的な支給開始年齢

時における年金現価率）で除して得た額とする。 

（※ 加入者負担がある場合における当該加入者負担をしない場合の給付の額） 

２ 加入者が掛金を負担しない場合にあっては、標準年金額は、前項の規定により計算した額か

ら掛金を負担しない期間に応じて別表第７に定める額を控除した額とする。 

 

（端数処理） 

第５０条 基金の給付のうち年金として支給されるもの（以下「年金給付」という。）の月額に１

０円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入し、給付のうち一時金として支給されるもの

（以下「一時金給付」という。）の額に１００円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入す

る。 

 

（支給期間） 

第５１条 年金給付の支給は、その支給要件を満たした日の属する月の翌月から始め、権利が消

滅した日の属する月で終わるものとする。 

（※ 支給期間を支給要件を満たした日の属する年度末（退職日）からとする場合） 

２ 前項の規定にかかわらず、年金として支給する老齢給付金の支給は、その支給要件を満たし

た日の属する年度末の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。 

（※ 支給停止の規定を設ける場合） 

３ 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の

翌月からその事由が消滅した日の属する月までの間は、支給しない。 

 

（支払日及び支払方法） 

第５２条 年金給付の支払日は年４回、○月、○月、○月及び○月の各○日（金融機関が非営業

日である場合はその前営業日（※ その直後の営業日）とし、それぞれの支払日にその前月ま

での分をまとめて支払う。 

２ 一時金給付は、請求手続終了後１ヵ月以内に支払う。 

（※ 年金として支給する老齢給付金の支給期間を第１４条第２項とする場合） 

３ 前項の規定にかかわらず、第６０条に規定する一時金のうち、老齢給付金の受給権者が老齢

給付金の裁定を受けるときに申し出た場合の一時金は、老齢給付金の支給要件を満たした日の

属する年度末の翌月の末日までに支払う。 

４ 前２項の給付の支払は、あらかじめ加入者、加入者であった者又はその遺族が指定した金融

機関の口座に、基金から振り込むことによって行う。 

 

（給付の制限（任意）） 

第５３条 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡させた者及び給付対象者の死亡前に、その者

の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者については、

遺族給付金を支給しない。 

２ 受給権者が、正当な理由がなくて法第９８条の規定による書類その他物件の提出の求めに応

じない場合は、給付の全部又は一部を行わない。 
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（任意）３ 加入者又は加入者であった者が、次の各号に定めるその責めに帰すべき重大な理由

により実施事業所に使用されなくなった場合には、給付の全部を行わない。 

一 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その

名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこと。 

二 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。 

三 正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事業主との

雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。 

 

（未支給の給付） 

第５４条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に

支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹

又はその他の親族のうち、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の

名で、その未支給の給付の支給を請求することができる。 

２ 前項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、

同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。 

３ 未支給の給付を受けるべき者の順位は、第１項に規定する順序による。 

４ 未支給の給付を受けるべき同順位者が２人以上あるときは、その１人のした請求は、全員の

ためその全部につきしたものとみなし、その１人に対して行った給付は、全員に対して行った

ものとみなす。 

 

（時効） 

第５５条 ＜規定は不要（受給権の消滅時効については民法（明治２９年４月２７日法律第８９

号）の規定を適用する）＞ 

（※ 基金資産運用契約において、受給権の時効を別途規定している場合） 

第５５条 （基金資産運用契約の内容にかかわらず、）受給権の消滅時効については民法（明治２

９年４月２７日法律第８９号）の規定を適用する。 

 

（譲渡担保の禁止等） 

第５６条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税

滞納処分（その例による処分を含む。）により差し押さえる場合は、この限りでない。 

 

第２節 老齢給付金 

 

（支給要件） 

第５７条 基金の加入者又は加入者であった者が次のいずれにも該当することとなったときは、

老齢給付金を支給する。 

一 加入者期間が１５年に達したとき 

二 ６０歳に達したとき 

（※ ６０歳より前に老齢給付金を支給する場合） 

二 ５５歳以上で実施事業所に使用されなくなったとき又は６５歳に達したとき 

 

（年金額） 

第５８条 年金として支給する老齢給付金の額は、標準年金額とする。 

（※１ 一定期間経過した後、額の改定を行う場合） 

２ 前項の年金額は、その支給を開始して１０年を経過した月以降は、標準年金額に０．８を乗

じて得た額とする。 

（※２ 毎期額の改定を行う場合） 

２ 前項の年金額は、前事業年度の年金額と前事業年度の年金額に３％を乗じて得た額を合算し

て得た額とする。 

（※３ キャッシュバランスプランを設計した場合であって、指標があらかじめ定めた額の計算
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に用いた予定利率を上回る場合に当該上回る分に相当する額を加算する場合） 

２ 前項の年金額は、前事業年度の指標が３．０％（標準年金額の計算に用いた年金現価率の基

礎となった予定利率）を上回った場合にあっては、指標を予定利率とした年金現価率で仮想個

人勘定残高を除して得た額を計算し、その額が標準年金額を上回る額を標準年金額に加算した

額とする。 

３ 前項の指標は、毎事業年度ごとに、その年度の初日の属する年の前５年間に発行された国債

（期間１０年のものに限る。）の応募者利回りの平均値（小数点以下第４桁以下の端数が生じた

場合は、これを四捨五入する。）とする。 

 

（支給の繰下げ（任意）） 

第５９条 老齢給付金の受給権者であって、老齢給付金の裁定を受けていない者は、その者が７

０歳に達するまでの間、当該老齢給付金の支給の繰下げを申し出ることができる。 

２ 前項の規定により繰下げを申し出たときは、第５７条の規定にかかわらず、支給の繰下げが

終了する日の属する月の翌月から老齢給付金を支給する。 

３ 老齢給付金の支給の繰下げを行った場合の老齢給付金の年金額は、標準年金額に繰り下げた

期間ごとに別表第８に定めた率を乗じて得た額とする。 

 

（年金に代えて支給する一時金（任意）） 

第６０条 老齢給付金の受給権者は、老齢給付金の裁定を受けるとき、又は、年金として支給す

る老齢給付金を受けてから５年を経過した日から１０年を経過する日までの間において、その

者の申出により、年金に代えて一時金を受けることができる。ただし、次に掲げる事由に該当

した場合にあっては、老齢給付金を受けてから５年を経過する日までの間においても、一時金

を受けることができる。 

一 受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他

これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 

二 受給権者がその債務を弁済することが困難であること。 

三 受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。 

四 その他前各号に準ずる事情 

２ 前項の規定により一時金を受けることを選択する場合にあっては、次に掲げる選択割合のい

ずれを選択するかを申し出ることとする。ただし、当該選択をする前に、脱退一時金の５０％

又は老齢給付金の５０％を選択している場合にあっては、第１号の選択割合に限るものとする。 

一 １００％ 

二 ５０％ 

３ 第１項の規定により選択した一時金給付の額は、標準年金額に老齢給付金の支給を受けた期

間に応じて別表第９に定めた率を乗じて得た額とする。 

４ 第２項第２号の選択割合を選択して一時金の支給を受けた翌月以降の年金の額は、標準年金

額に５０％を乗じて得た額とする。 

 

（失権） 

第６１条 老齢給付金の受給権は、次のいずれかに該当することとなったときは消滅する。 

（※１ 終身年金の場合） 

一 受給権者が死亡したとき 

二 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき 

（※２ 有期年金の場合） 

一 受給権者が死亡したとき 

ニ 老齢給付金の支給開始後１０年を経過したとき 

三 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき 

 

第３節 脱退一時金 
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（支給要件） 

第６２条 加入者が次のいずれかに該当した場合にあっては、脱退一時金を支給する。 

一 加入者期間が１年以上１５年未満である者が、加入者の資格を喪失したとき（死亡による

資格喪失を除く。次号において同じ。） 

二 加入者期間が１５年以上である者が、６０歳未満で加入者の資格を喪失したとき 

 

（一時金額） 

第６３条 脱退一時金の額は、標準年金額に別表第１０に定める率を乗じて得た額とする。 

 

（支給の繰下げ及び支給の方法（任意）） 

第６４条 脱退一時金の受給権者は、その者が６０歳に達するまでの間、脱退一時金の支給の繰

下げの申出をすることができる。 

２ 第６２条第１号に該当する脱退一時金の受給権者及び前項の規定により脱退一時金の支給を

繰り下げている者のうち第６１条第２号に該当する者は、次の各号のいずれかの選択割合を選

択して、脱退一時金の支給を申し出ることができる（当該選択をする前に、脱退一時金の５０

％を選択している場合にあっては、第１号の選択割合に限るものとする。）。 

一 １００％ 

二 ５０％ 

３ 脱退一時金の支給の繰下げを行った場合の脱退一時金の額は、標準年金額に別表第１０に定

める率を乗じて得た額に繰り下げた期間ごとに別表第８に定めた率を乗じて得た額とする。 

 

（支給の効果） 

第６５条 脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった加入者であった期間

は、加入者期間に算入しないものとする。 

２ 脱退一時金相当額が第１０３条から第１０６条までのいずれかの規定に基づき移換されたと

きは、その額の計算の基礎となった加入者であった期間は、加入者期間に算入しないものとす

る。 

 

（失権） 

第６６条 脱退一時金の受給権は、次の各号のいずれかに該当したときは消滅する。 

一 脱退一時金の全部の支給を受けたとき 

二 加入者の資格を取得したとき（第４３条第２項が※１の場合） 

三 脱退一時金の受給権者が死亡したとき 

四 脱退一時金の受給権者が老齢給付金の受給権を取得したとき 

 

第４節 障害給付金（任意） 

 

（支給要件） 

第６７条 障害厚生年金の受給権を有する加入者が加入者の資格を喪失した場合又は加入者であ

った者が障害厚生年金の受給権を取得した場合にあっては、障害給付金を一時金として支給す

る。 

 

（一時金額） 

第６８条 障害給付金の額は、標準年金額に別表第１０に定める率を乗じて得た額とする。 

２ 前項の額の計算において、すでに支給を受けた障害給付金がある場合にあっては、当該障害

給付金の額の計算の基礎となった加入者であった期間は、加入者期間に算入しないものとする。 

 

第５節  遺族給付金（任意） 

 

（支給要件） 
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第６９条 基金の加入者又は加入者であった者が、次のいずれかに該当した場合には、その者の

遺族に遺族給付金を年金として支給する。 

一 加入者期間が１５年以上である加入者が死亡したとき 

二 第６２条第２号に該当する脱退一時金の受給権者であって、脱退一時金の繰下げの申出を

している者が死亡したとき 

三 老齢給付金の受給権者（老齢給付金の支給の繰下げの申し出を行っている者を含む。）であ

って、年金の支給開始後１０年を経過していない者が死亡したとき 

２ 基金の加入者又は加入者であった者が、次のいずれかに該当した場合には、その遺族に遺族

給付金を一時金として支給する。 

一 加入者期間が１年以上１５年未満である加入者が死亡したとき 

二 第６２条第１号に該当する脱退一時金の受給権者であって、脱退一時金の繰下げの申出を

している者が死亡したとき 

 

（遺族の範囲及び順位） 

第７０条 前条の遺族は次に掲げる者とし、その順位は次の各号の順位とする。ただし、同順位

の者が２名以上となる場合には、その１人のした請求は、同順位の者全員のためその全額につ

きしたものとみなし、その１人に対してした支給は全員に対してしたものとみなす。 

一 配偶者 

二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 

三 前２号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持

していたその他の親族 

２ 前項に規定する遺族が次に掲げる状態になった場合は、遺族ではなくなるものとする。 

一 配偶者が婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）を

したとき 

二 前項第１号及び第２号に掲げる者が直系血族及び直系姻族以外の者の養子（届出をしてい

ないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。）となったとき又は離縁により給

付対象者との親族関係が終了したとき 

３ 給付対象者が老齢給付金の支給を受けた期間とその遺族の遺族給付金の支給を受けた期間を

合算した期間が１０年を経過する前に、遺族給付金の受給権者が死亡した場合又は遺族ではな

くなった場合にあっては、当該遺族給付金を第１項の遺族のうち次の順位の遺族に支給する。 

 

（年金額及び一時金額） 

第７１条 第６９条第１項の年金額は、標準年金額とする。 

２ 第６９条第２項の一時金額は、標準年金額に別表第１０に定める率を乗じて得た額とする。 

 

（年金に代えて支給する一時金（任意）） 

第７２条 第６９条第１項の年金給付の受給権者は、その給付対象者が老齢給付金の支給を受け

た期間とその遺族が遺族給付金の支給を受けた期間を合算した期間が１０年に満たない場合に

あっては、年金に代えて一時金の支給を申し出ることができる。 

２ 前項の規定による一時金の額は、標準年金額に１０年から給付対象者が老齢給付金の支給を

受けた期間とその遺族が遺族給付金の支給を受けた期間を合算した期間を控除した年数ごとに

別表１０に定められた率を乗じて得た額とする。 

 

（失権） 

第７３条 年金として支給する遺族給付金の受給権は、次のいずれかに該当することとなったと

きは、消滅する。 

一 遺族給付金の受給権者が死亡したとき 

二 遺族給付金の受給権者が配偶者以外の遺族である場合にあっては、給付対象者が老齢給付

金の支給を受けた期間とその遺族の遺族給付金の支給を受けた期間を合算した期間が１０年

に達したとき 
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 三 前条第１項の規定により遺族給付金を一時金として支給されたとき 

 四 遺族給付金の受給権者が、第７０条第２項の規定により、遺族でなくなったとき 

 

第７章 掛金 

 

（掛金） 

（※１ 各月につき拠出する場合） 

第７４条 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、給付の額の計算の基礎とな

る各月につき掛金を拠出する。 

（※２ 年１回拠出する場合） 

第７４条 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、毎事業年度１回、掛金を拠

出する。 

 

（標準掛金） 

（※１ 定額の場合） 

第７５条 掛金のうち、標準掛金は１，２００円に加入者数を乗じて得た額とする。 

（※２ 給与の一定割合の場合） 

第７５条 掛金のうち、標準掛金は各加入者の標準給与に２０％を乗じて得た額を合算した額と

する。 

（※３ 年齢別に掛金を定める場合） 

第７５条 掛金のうち、標準掛金は各加入者の年齢に応じて別表第１１に定めた率を標準給与に

乗じて得た額を合算した額とする。 

 

（特別掛金） 

（※１～３ 加入者一人当たりの額を規定する場合） 

第７６条 掛金のうち、特別掛金は、過去勤務債務の額を○年４月から１０年で償却するための

額として、（第７５条※１～※３と同様の規定） 

（※４ 掛金総額を規定するの場合） 

第７６条 掛金のうち、特別掛金は、過去勤務債務の額を○年４月から１０年で償却するための

額として、年額３，５００，０００円とする。 

（※５ 弾力償却の場合） 

第７６条 掛金のうち、特別掛金は、過去勤務債務を○年４月から少なくとも１０年で償却する

ために、各加入者の標準給与に１２％以上１８％以下で次項に定める率を乗じて得た額を合算

した額とする。 

２ ○年度の特別掛金率は、１４％とする。 

（※６ 定率償却の場合） 

第７６条 掛金のうち、特別掛金は、毎事業年度、過去勤務債務の１００分の３０を償却するも

のとして定めることとし、○年度は、各加入者の標準給与に２５％を乗じて得た額を合算した

額とする。 

 

（特例掛金（任意）） 

第７７条 次回の財政再計算までに発生すると見込まれる積立不足を償却するための特例掛金は、

○年３月までの間、各加入者の標準給与に３％を乗じて得た額を合算した額とする。 

 

（事務費掛金） 

第７８条 基金の業務委託費又は基金の事務費に充てるための事務費掛金は、各加入者の標準給

与に１％を乗じて得た額を合算した額とする。 

 

（福祉事業掛金） 

第７９条 加入者及び加入者であった者対する福利及び厚生に関する事業を行うための福祉事業
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掛金は、各加入者の標準給与に１％を乗じて得た額を合算した額とする。 

 

（掛金の負担割合） 

第８０条 事業主は、掛金の全額を負担する。 

（※ 加入者負担を定める場合） 

第８０条 加入者及び事業主は、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ掛金を負担する。 

区分 加入者 事業主 

標準掛金 ２０分の５ ２０分の１５ 

特別掛金 １４分の０ １４分の１４ 

２ 前項の掛金のうち加入者が負担する掛金は、加入者が加入者の資格を得たときに当該掛金を

負担することを同意した者及び加入者の資格を得た後に当該掛金を負担することを希望した者

（次項の規定により掛金を負担しないことを希望した者を除く。）が負担する。 

３ 前項の規定により掛金を負担する加入者が、掛金を負担しないことを希望する場合にあって

は、当該希望を申し出て、その翌月から掛金を負担しないものとする。 

４ 特例掛金、事務費掛金及び福祉事業掛金は、事業主が全額を負担する。 

 

（掛金の納付） 

（※１ 各月につき納付する場合） 

第８１条 事業主は、各月の掛金を翌月の○日（以下「納付期限」という。）までに基金に納付す

るものとする。 

（※２ 年１回納付する場合） 

第８１条 事業主は、各事業年度、掛金を３月○日（以下「納付期限」という。）までに基金に納

付するものとする。 

（※ 延滞金を徴収することとする場合） 

２ 前項の掛金を納付期限までに納付しない事業主があるときは、基金は、期限を指定して、こ

れを督促しなければならない。 

３ 前項の規定によって督促をしたときは、基金は、掛金の額につき年１４．６％の割合で、納

付期限の翌日から、掛金の納付日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。ただ

し、滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。 

４ 前項の場合において、掛金の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係

る延滞金の計算の基礎となる掛金は、その納付のあった掛金の額を控除した金額による。 

５ 督促状に指定した期限までに保険料を完了したとき、又は前２項の規定によって計算した金

額１００円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。 

６ 納付する掛金の額に、１００円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。 

 

（財政再計算） 

第８２条 基金は、将来にわたって財政の均衡が保つことができるように、５年毎に事業年度末

日を基準日として掛金の額の再計算を行うものとする。 

２ 基金は、前項の規定にかかわらず、加入者の数が著しく変動した場合その他規則第５０条に

定める場合は、掛金の額の再計算を行うものとする。 

 

第８３条 削除 

 

（積立金の額の評価） 

第８４条 基金の掛金の額を計算する場合の積立金の額は、時価で評価するものとする。 

（※ 積立金の額の評価方法として、数理的評価を用いる場合） 

第８４条 基金の掛金の額を計算する場合の積立金の額は、収益差平滑化法を用いることとし、

その平滑化期間は５年とする。 

 

第８章 積立金の積立て 
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（継続基準の財政検証） 

第８５条 基金は、毎事業年度の決算において積立金の額が責任準備金の額から許容繰越不足金

を控除した額を下回る場合には、掛金の額を再計算するものとする。 

（※１ 許容繰越不足金を掛金ベースで定める場合） 

２ 前項の許容繰越不足金は、当該事業年度以後２０年間における標準掛金額の予想額の現価に

１００分の１０を乗じて得た額とする。 

（※２ 許容繰越不足金を責任準備金ベースで定める場合） 

２ 前項の許容繰越不足金は、当該事業年度の末日における責任準備金の額に１００分の１０を

乗じて得た額とする。 

 

（非継続基準の財政検証） 

（※１ 積立不足に伴い拠出すべき掛金の額を規則第５８条第１号に規定する額とする場合） 

第８６条 事業主は、毎事業年度の決算において積立金の額が最低積立基準額を下回る場合には、

規則第５８条第１号に規定に基づき必要な額を掛金として拠出するものとする。 

（※２ 積立不足に伴い拠出すべき掛金の額を規則第５８条第２号に規定する額とする場合） 

第８６条 事業主は、毎事業年度の決算において積立金の額が最低積立基準額を下回る場合には、

規則第５８条第２号に規定に基づき必要な額を掛金として拠出するものとする。 

２ 前項に定める最低積立基準額は、加入者及び加入者であった者の当該事業年度の末日（以下

この条において「基準日」という。）までの加入員期間に係る最低保全給付の合計額の現価とす

る。 

（※ キャッシュバランスプランを設計した場合） 

ただし、現価の計算に用いる再評価は、基準日の過去５年における指標の実績値の平均を用

いて算定した率とする。 

３ 前項に定める最低保全給付は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものと

する。 

一 基準日において年金給付の支給を受けている者 当該年金給付 

二 基準日において、老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者 その者が基準日におい

て老齢給付金の支給を請求するとした場合に支給される年金給付 

三 基準日において、老齢給付金の支給要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満た

す者 その者が老齢給付金支給開始要件を満たしたときに年金として支給される老齢給付金 

（※１ 規則第５４条第１項第１号による方法） 

四 基準日において加入者である者のうち、基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に老

齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者 標準的

な退職年齢に達した日（基準日における年齢がこの年齢以上の場合にあっては基準日の翌日。

以下「標準資格喪失日」という。）に加入者の資格を喪失したとした場合に支給されることと

なる老齢給付金に、次の按分率を乗じて得た額 

按分率＝Ａ／Ｂ 

Ａ 基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に、年金額の算定に用いる別表第５に定め

る率 

Ｂ 標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に、年金額の算定に用いる別表第５に定

める率 

五 基準日において加入者である者のうち、前号に定める者以外の者 標準資格喪失日に加入

者の資格を喪失したとした場合に支給されることとなる脱退一時金に、次の按分率を乗じて

得た額とする。 

按分率＝Ａ／Ｂ 

Ａ 基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に、一時金額の算定に用いる別表第５に定

める率 

Ｂ 標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に、一時金額の算定に用いる別表第５に

定める率 
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（※２ 規則第５４条第１項第２号による方法） 

四 基準日において加入者である者のうち、基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に老

齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者 基準日

の翌日に加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる老齢給付金の額に、当該加入

者の基準日時点の年齢に応じ別表第１２に定める係数を乗じて得た額 

五 基準日において加入者である者のうち、前号に定める者以外の者 基準日の翌日に加入者

の資格を喪失したとした場合に支給されることとなる脱退一時金の額に、当該加入者の基準

日時点の年齢に応じ別表第１２に定める係数を乗じて得た額 

（※ 第３項において※１の方法を規定した場合） 

４ 前項第四号に規定する標準的な退職年齢は、６０歳とする。 

 

（臨時掛金（任意）） 

第８７条 事業年度中において積立金の額が零となることが見込まれる場合にあっては、事業主

は、当該事業年度中における給付に関する事業に要する費用に充てるため必要な額を掛金とし

て拠出するものとする。 

２ 前項の掛金は、全額事業主が負担する。 

 

第９章 積立金の運用及び業務の委託 

 

（基金資産運用契約） 

第８８条 基金は、法第６６条第１項の規定に基づき、積立金の運用に関し、給付に要する費用

に充てることを目的として、基金を受益者とする年金信託契約を信託会社と、基金を保険金受

取人とする生命保険契約を生命保険会社と、基金を共済金受取人とする生命共済契約を農業協

同組合連合会と、投資一任契約を投資顧問業者とそれぞれ締結するものとする。 

２ 基金は、前項に規定による投資一任契約を締結する場合においては、法第６６条第２項の規

定に基づき、基金を受益者とする年金特定信託契約を信託会社と締結するものとする。 

３ 第１項の年金信託契約の内容は、令第４０条第１項及び規則第７１条に規定するもののほか、

次の各号に該当するものでなければならない。 

一 基金に支払うべき支払金は、加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺族が、

この規約に定める給付を受けることができるときに支払うものであること。 

二 信託金と支払金とは相殺しないものであること。 

４ 第１項の生命保険契約又は生命共済契約の内容は、令第４１条並びに規則第７２条及び第７

３条に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。 

一 基金に支払うべき保険金又は共済金は、加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者

の遺族が、この規約に定める給付を受けることができるときに支払うものであること。 

二 保険料又は共済掛金と保険金又は共済金とは相殺しないものであること。 

５ 第１項の投資一任契約の内容は、令第４１条に規定するものでなければならない。 

６ 第２項の年金特定信託契約の内容は、令第４０条第２項に規定するもののほか、第３項の規

定を準用する。 

 

（運用管理規程） 

第８９条 前条の契約に係る次の事項は、運用管理規程において定めるものとする。 

一 基金資産運用契約の相手方（以下「運用受託機関」という。）の名称。 

二 信託金、保険料又は共済掛金の払込割合 

三 支払金、保険金又は共済金の負担割合 

四 掛金の払込及び給付費等の負担の取りまとめを行う運用受託機関 

五 資産額の変更の手続き 

六 第４項に規定する積立金の安全かつ効率的な運用のために必要と認められるもの 

２ 運用管理規程の策定は、代議員会の議決を経て決定する。また、前項第１号及び第６号に規

定する事項を変更する場合も同様とする。 

 17



 

３ 第１項第２号から第５号までに規定する事項の変更は、理事会の議決を経て決定する。 

４ 第１項第２号から第５号までに規定する事項の変更であって、積立金の安全かつ効率的な運

用のために必要と認められるものとして運用管理規程で定める場合においては、前項の規定に

かかわらず、理事長の専決をもって決定することができる。 

５ 理事長は、前２項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その

承認を得なければならない。 

 

（積立金の運用） 

第９０条 基金は、積立金の運用を安全かつ効率的に行わなければならない。 

 

（運用の基本方針及び運用指針） 

第９１条 基金は、積立金の運用に関する基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなけ

ればならない。 

２ 基金は、前項に規定する基本方針と整合的な運用指針を作成し、運用受託機関に交付しなけ

ればならない。ただし、年金特定信託契約、生命保険一般勘定契約及び生命共済一般勘定契約

の相手方である運用受託機関を除く。 

 

（分散投資義務） 

第９２条 基金は、積立金を特定の運用方法に集中しない方法により運用しなければならない。 

 

（政策的資産構成割合） 

第９３条 基金は、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めなければな

らない。 

２ 基金は、前項の資産の構成割合の決定及び維持に関し、専門的知識及び経験を有する職員を

置かなければならない。 

 

（資産状況の確認） 

第９４条 基金は、少なくとも毎事業年度ごとに、運用資産を時価により評価し、その構成割合

を確認しなければならない。 

 

（基金資産運用契約に基づく権利の譲渡等の禁止） 

第９５条 基金は、基金資産運用契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

 

（業務の委託） 

第９６条 基金は、○○会社に次に掲げる事務を委託する。 

一 年金数理に関する事務 

二 給付金の支払に関する事務 

三 加入者の記録管理（年金受給待期者、年金受給者含む。）に関する事務 

四 掛金額計算事務 

五 給付額計算事務 

 

第１０章 解散及び清算 

 

（解散） 

第９７条 この基金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に解散する。 

一 法第８５条第１項の認可があったとき 

二 法第１０２条第６項の規定による基金の解散の命令があったとき 

 

（解散時の掛金一括拠出） 

第９８条 この基金が解散する場合において、当該解散する日における積立金の額が、当該解散
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する日を事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額を下回るときは、事業主は当該下

回る額を、事業主は掛金として一括拠出するものとする。 

 

（支給義務の消滅） 

第９９条 基金は、基金が解散したときは、この制度の加入者であった者に係る給付の支給に関

する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していない

ものの支給に関する義務についてはこの限りでない。 

 

（残余財産の分配） 

第１００条 この基金が解散した場合に、残余財産があるときは、清算人は、これを解散した日

において、基金が給付の支給に関する義務を負っていた者（以下「終了制度加入者等」とい

う。）に分配しなければならない。 

２ 前項の分配は、解散した日において算定した、各終了制度加入者等に係る最低積立基準額に

基づき行うものとし、その分配額は、残余財産の額に応じて、次の各号に定めるところにより

算定するものとする。 

一 残余財産の額が、最低積立基準額を下回る場合 

（※１ 加入者、受給者均等に分配する場合） 

残余財産の額に、次のアに掲げる額をイに掲げる額で除した率を乗じて得た額 

ア 各々の終了制度加入者等の最低積立基準額 

イ すべての終了制度加入者等に係る最低積立基準額の総額 

（※２ 受給者を優先して分配する場合） 

ア 解散した日における受給権者及び老齢給付金の支給要件のうち支給開始要件以外の要件を

満たす者（以下この号において「受給権者等」という。） 

当該受給権者等に係る最低積立基準額。ただし、当該最低積立基準額が残余財産を上回っ

ている場合は、次の（ア）に掲げる額を（イ）に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額 

（ア）各々の受給権者等の最低積立基準額 

（イ）すべての受給権者等に係る最低積立基準額の総額 

イ 解散した日のおける終了制度加入者等（受給権者等を除く。以下この号において同じ。） 

残余財産を受給権者等に分配した後、残余がある場合は、次の（ウ）に掲げる額を（エ）

に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額 

（ウ）各々の終了制度加入者等の最低積立基準額 

（エ）すべての終了制度加入者等に係る最低積立基準額の総額 

二 残余財産の額が、最低積立基準額を上回る場合 

 残余財産の額に、次のアに掲げる額をイに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額 

ア 各々の終了制度加入者等の最低積立基準額 

イ すべての終了制度加入者等に係る最低積立基準額の総額 

３ 第１項の規定により残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等に、その全額を

支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。 

 

第１１章 福祉事業（任意） 

 

（福祉事業） 

第１０１条 この基金は、加入者及び加入者であった者の福祉を増進するため、次の福利及び厚

生に関する事業を行う。 

一 加入者又はその遺族に対する慶弔金の支給 

二 加入者に対する災害見舞金の支給 

２ 前項の事業の実施に関し必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。 

 

第１２章 年金通算 
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（中途脱退者の選択） 

第１０２条 この基金は、中途脱退者（第６２条第１号に該当する者をいう。以下同じ。（※ 第

１０８から第１１０条までのうち、１条以上を規定した場合は「次条から第１０６条について

同じ。」））に対し、この基金の加入者の資格を喪失したときに、次の各号のいずれかを選択させ、

その選択に従い、当該中途脱退者の脱退一時金の支給又は脱退一時金相当額の移換を行う。 

 一 速やかに脱退一時金を受給すること。 

二 速やかに第１０６条の規定に基づき企業年金連合会（以下「連合会」という。）への脱退一

時金相当額の移換を行うこと。 

 三 この基金の加入者の資格を喪失した日から１年を経過したときに第１０６条の規定に基づ

き連合会への脱退一時金相当額の移換を行うこと。 

 （※ 加入者の資格喪失要件に休職の開始を規定している場合） 

 四 この基金の加入者の資格を喪失した日から１年を経過しても連合会へ脱退一時金相当額の

移換は行わないこと。（休職により加入者の資格を喪失した者に限り選択ができる。） 

２ 前項第３号（※ 前項で第４号まで規定した場合は「前項第３号又は第４号」）を選択した中

途脱退者が、その加入者の資格を喪失した日から１年を経過するまでの間に脱退一時金の受給

又は脱退一時金相当額の他制度（他の確定給付企業年金、厚生年金基金、確定拠出年金又は連

合会をいう。以下同じ。）への移換を申し出た場合には、同号の規定にかかわらず、この基金は

当該申出に従い、脱退一時金の支給又は脱退一時金相当額の他制度への移換を行う。 

３ 前項の脱退一時金相当額の他制度への移換については、次条から第１０６条までのいずれか

の規定に基づき行うものとする。 

 

（他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換） 

第１０３条 この基金の中途脱退者は、他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合で

あって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、この基金から脱退一時金相当額

の移換を受けることができる旨が定められているときは、この基金に当該確定給付企業年金の

資産管理運用機関等への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。 

２ この基金は、前項の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当

該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。 

３ 第１項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算し

て１年を経過する日又は当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日から起算して３ヶ

月を経過する日のいずれか早い日までの間に限って行うことができる。 

４ この基金は、第２項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係

る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 

 

（厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換） 

第１０４条 この基金の中途脱退者は、厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、

当該厚生年金基金の規約において、あらかじめ、この基金から脱退一時金相当額の移換を受け

ることができる旨が定められているときは、この基金に当該厚生年金基金への脱退一時金相当

額の移換を申し出ることができる。 

２ この基金は、前項の申出があったときは、当該厚生年金基金に当該申出に係る脱退一時金相

当額を移換するものとする。 

３ 第１項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算し

て１年を経過する日又は当該厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から起算して３ヶ月を

経過する日のいずれか早い日までの間に限って行うことができる。 

４ この基金は、第２項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係

る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 

 

（確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換） 

第１０５条 この基金の中途脱退者は、企業型年金加入者（確定拠出年金法第２条第８項に規定

する企業型年金加入者をいう。）又は個人型年金加入者（同法第２条第１０項に規定する個人型
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年金加入者をいう。）の資格を取得したときは、この基金に当該企業型年金の資産管理機関又は

同法第２条第５項に規定する連合会（以下この条において「国民年金基金連合会」という。）へ

の脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。 

２ この基金は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金

連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。 

３ 第１項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算し

て１年を経過する日又は当該企業型年金加入者若しくは個人型年金加入者の資格を取得した日

から起算して３ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間に限って行うことができる。 

４ この基金は、第２項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係

る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 

 

（企業年金連合会への脱退一時金相当額の移換） 

第１０６条 この基金の中途脱退者は、この基金に脱退一時金相当額の連合会への移換を申し出

ることができる。 

２ この基金は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換

するものとする。 

３ 第１項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算し

て１年を経過する日までの間に限って行うことができる。 

４ この基金は、第２項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係

る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 

 

（企業年金連合会への残余財産の移換） 

第１０７条 この基金の終了制度加入者等は、清算人に連合会への残余財産（第１００条の規定

により当該終了制度加入者等に分配すべき残余財産をいう。以下この条において同じ。）の移換

を申し出ることができる。 

２ この基金は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するもの

とする。 

３ 連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第１００条第１項の規定の適用

については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。 

 

（他の確定給付企業年金からの脱退一時金相当額の移換（任意）） 

第１０８条 この基金は、別表第１３に掲げる他の確定給付企業年金の中途脱退者（法第８１条

の２第１項に規定する中途脱退者をいう。）が、この基金の加入者の資格を取得した場合であっ

て、当該確定給付企業年金の事業主等にこの基金への脱退一時金相当額の移換を申し出たとき

は、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等から当該申出に係る脱退一時金相当額の移換

を受けるものとする。 

 

（厚生年金基金からの脱退一時金相当額の移換（任意）） 

第１０９条 この基金は、別表第１４に掲げる厚生年金基金の中途脱退者（厚生年金保険法第１

４４条の３第１項に規定する中途脱退者をいう。）が、この基金の加入者の資格を取得した場合

であって、当該厚生年金基金にこの基金への脱退一時金相当額の移換を申し出たときは、当該

厚生年金基金から当該申出に係る脱退一時金相当額の移換を受けるものとする。 

 

（連合会からの積立金又は年金給付等積立金の移換（任意）） 

第１１０条 この基金は、中途脱退者等（法第１１５条の４第１項に規定する中途脱退者等又は

厚生年金保険法第１６５条第１項に規定する中途脱退者等をいう。）が、この基金の加入者の資

格を取得した場合であって、連合会にこの基金への積立金又は年金給付等積立金の移換を申し

出たときは、連合会から当該申出に係る積立金又は年金給付等積立金の移換を受けるものとす

る。 
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※ 以下の第１１１条から第１１７条までの規定は、第１０８条から第１１０条のうち１条以上

を規定した場合に限り、規定するものである。 

 

（加入者期間の計算に関する特例） 

（※１ 移換元の他制度における加入者期間の実績値を合算する場合） 

第１１１条 第４３条の規定にかかわらず他制度からの脱退一時金相当額等（脱退一時金相当額、

積立金又は年金給付等積立金をいう。以下同じ。）の移換があった者の加入者期間は、この基金

の加入者期間と当該他制度における加入者期間又は加入員期間を合算した期間とする。 

（※ この基金の加入者資格喪失時において、この基金での加入者期間が１年未満の者につい

て、移換元の他制度における加入者期間を合算しない場合） 

ただし、加入者資格喪失時において、この基金の加入者期間が１年未満の者の加入者期間に

ついては、この限りでない。 

（※２ 移換された脱退一時金相当額等を年齢と初任給で決まる値で除して得た期間を合算する

場合） 

第１１１条 第４３条の規定にかかわらず他制度からの脱退一時金相当額等（脱退一時金相当額、

積立金又は年金給付等積立金をいう。以下同じ。）の移換があった者の加入者期間は、この基金

の加入者期間と移換された脱退一時金相当額等を別表第１５に定めた率で除して得た期間（当

該他制度における加入者期間又は加入員期間を限度とする。）を合算した期間とする。 

（※ この基金の加入者資格喪失時において、この基金での加入者期間が１年未満の者につい

て、移換元の他制度における加入者期間を合算しない場合） 

ただし、加入者資格喪失時において、この基金の加入者期間が１年未満の者の加入者期間に

ついては、この限りでない。 

（※３ 移換元の他制度における加入者期間の実績値に期待貢献度に応じた値を乗じて得た期間

を合算する場合） 

第１１１条 第４３条の規定にかかわらず他制度からの脱退一時金相当額等（脱退一時金相当額、

積立金又は年金給付等積立金をいう。以下同じ。の移換があった者の加入者期間は、この基金

の加入者期間と当該他制度における加入者期間又は加入員期間に別表第１６に定めた率を乗じ

て得た期間（当該他制度における加入者期間又は加入員期間を限度とする。）を合算した期間と

する。 

（※ この基金の加入者資格喪失時において、この基金での加入者期間が１年未満の者につい

て、移換元の他制度における加入者期間を合算しない場合） 

ただし、加入者資格喪失時において、この基金の加入者期間が１年未満の者の加入者期間に

ついては、この限りでない。 

 

（標準年金額に関する特例） 

（※１ 給付の額の算定方法が定額方式又は最終給与比例方式の場合） 

（※１－１ 給付の額を第１１１条に規定する加入者期間に基づき算定する場合） 

＜規定は不要＞ 

（※１－２ 給付の額をこの基金における加入者期間に基づく給付額に移換された脱退一時金相

当額等を加算した額とする場合） 

第１１２条 第４９条の規定にかかわらず、他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者

の標準年金額は、第１１１条の規定を適用せずに第４９条の規定により算定した額に、移換さ

れた脱退一時金相当額等に別表第１７に定めた率を乗じて得た額を加算した額とする。 

 

（※２ 給付の額の算定方法が平均給与比例方式の場合） 

（※２－１ 給付の額を第１１１条に規定する加入者期間に基づき算定する場合） 

第１１２条 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者の加入者の資格を取得したとき

の給与累計額（各月の基準給与の平均額を算定するもの。）は、移換された脱退一時金相当額等

に別表第１７に定めた率を乗じて得た額とする。 

（※２－２ 給付の額を本制度の加入者期間に基づく給付額に移換された脱退一時金相当額等を
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加算した額とする場合） 

第１１２条 第４９条の規定にかかわらず、他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者

の標準年金額は、第１１１条の規定を適用せずに第４９条の規定により算定した額に、移換さ

れた脱退一時金相当額等に別表第１７に定めた率を乗じて得た額を加算した額とする。 

 

（※３ キャッシュバランスプランの場合） 

第１１２条 第４５条第１項第１号の規定にかかわらず、他制度から脱退一時金相当額等の移換

があった者の加入者の資格を取得したときにおける仮想個人勘定残高は、移換された脱退一時

金相当額等とする。 

 

（老齢給付金の年金に代えて支給する一時金（任意）の額に関する特例） 

（※１ 移換された脱退一時金相当額等に利子を付与する場合） 

第１１３条 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者の老齢給付金の年金に代えて支

給する一時金（年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。）

の額は、第６０条第３項の規定により算定された一時金の額が、移換された脱退一時金相当額

等に別表第１８に定めた率を乗じて得た額（以下「移換脱退一時金相当額等」という。）に満た

ない場合には、同項の規定にかかわらず、移換脱退一時金相当額等とする。 

（※２ 移換された脱退一時金相当額等に利子を付与しない場合） 

第１１３条 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者の老齢給付金の年金に代えて支

給する一時金（年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。）

の額は、第６０条第３項の規定により算定された一時金の額が、移換された脱退一時金相当額

等（以下「移換脱退一時金相当額等」という。）に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、

移換脱退一時金相当額等とする。 

 

（脱退一時金の額に関する特例） 

第１１４条 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者の脱退一時金の額は、第６３条

の規定により算定された脱退一時金の額が、移換脱退一時金相当額等に満たない場合には、同

条の規定にかかわらず、移換脱退一時金相当額等とする。 

２ 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者が支給の繰下げを行った場合の脱退一時

金の額は、第６４条第３項の規定により算定された脱退一時金の額が、移換脱退一時金相当額

等に当該繰下げを行った期間ごとに別表第８に定めた率を乗じて得た額に満たない場合には、

同項の規定にかかわらず、移換脱退一時金相当額等に当該繰下げを行った期間ごとに別表第８

に定める率を乗じて得た額とする。 

３ 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者が、この基金の加入者の資格を喪失した

場合であって、その者が第６２条に規定するこの基金における脱退一時金の支給要件を満たさ

ないときは、同条の規定にかかわらず、この基金は、その者に移換脱退一時金相当額等を支給

するものとする。 

 

（障害給付金（任意）の一時金の額に関する特例） 

第１１５条 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者の障害給付金の一時金の額は、

第６８条の規定により算定された一時金の額が、移換脱退一時金相当額等に満たない場合には、

同条の規定にかかわらず、移換脱退一時金相当額等とする。 

２ 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者が、この基金の加入者の資格を喪失した

場合であって、その者が第６7条に規定するこの基金における障害給付金の一時金の支給要件を

満たさないときは、同条の規定にかかわらず、この基金は、その者に移換脱退一時金相当額等

を支給するものとする。 

 

（遺族給付金（任意）の一時金の額に関する特例） 

第１１６条 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者に係る遺族給付金の一時金の額

は、第７１条第２項の規定により算定された一時金の額が、移換脱退一時金相当額等に満たな

 23



 

い場合には、同条の規定にかかわらず、移換脱退一時金相当額等とする。 

２ 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者が、この基金の加入者の資格を喪失した

場合であって、その者が第６９条に規定するこの基金における遺族給付金の一時金の支給要件

を満たさないときは、同条の規定にかかわらず、この基金は、その者の遺族に移換脱退一時金

相当額等を支給するものとする。 

 

（遺族給付金の年金に代えて支給する一時金（任意）の額に関する特例） 

第１１７条 他制度からの脱退一時金相当額等の移換があった者に係る遺族給付金の年金に代え

て支給する一時金（年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除

く。）の額は、第７２条第２項の規定により算定された一時金の額が、移換脱退一時金相当額等

に満たない場合には、同条の規定にかかわらず、移換脱退一時金相当額等とする。 

 

（※ 令第４９条第２号の規定に基づき給付の支給に関する権利義務の移転を行う場合） 

（他の確定給付企業年金への権利義務の移転） 

第１１８条 この基金の加入者が、当該加入者の資格を喪失した日又はその翌日に他の確定給付

企業年金（別表第１９に掲げるものに限る。）の加入者となる場合にあっては、当該加入者の給

付の支給に関する権利義務を当該確定給付企業年金に移転する。 

２ 前項の権利義務の移転が行われた場合にあっては、基金は、積立金の額のうちその者の権利

義務の移転が行われた日における最低積立基準額を当該確定給付企業年金の資産管理運用機関

等に移換するものとする。 

３ 前項の積立金の額の移換は、第１項の権利義務の移転が行われた日の属する月の翌月の末日

までに行うものとする。 

 

（※ 令第７３条第１項において準用する令第４９条第２号の規定に基づき給付の支給に関する

権利義務の移転を行う場合） 

（厚生年金基金への権利義務の移転） 

第１１９条 この基金の加入者が、当該加入者の資格を喪失した日又はその翌日に厚生年金基金

（別表第２０に掲げるものに限る。）の加入員となる場合にあっては、当該加入者の給付の支給

に関する権利義務を当該厚生年金基金に移転する。 

２ 前項の権利義務の移転が行われた場合にあっては、基金は、積立金の額のうちその者の権利

義務の移転が行われた日における最低積立基準額を当該厚生年金基金に移換するものとする。 

３ 前項の積立金の額の移換は、第１項の権利義務の移転が行われた日の属する月の翌月の末日

までに行うものとする。 

 

（※ 令第４９条第２号の規定に基づき給付の支給に関する権利義務の承継を行う場合） 

（他の確定給付企業年金からの権利義務の承継） 

第１２０条 他の確定給付企業年金（別表第１９に掲げるものに限る。）の加入者が、当該加入者

の資格を喪失した日の翌日にこの基金の加入者となる場合にあっては、当該加入者の給付の支

給に関する権利義務を当該確定給付企業年金から承継する。 

２ 前項の権利義務の承継が行われた場合にあっては、基金は、当該確定給付企業年金の資産管

理運用機関等から、その者の権利義務の承継に係る積立金の移換を受けるものとする。 

 

（※ 令第７３条第２項において準用する令第４９条第２号の規定に基づき給付の支給に関する

権利義務の承継を行う場合） 

（厚生年金基金からの権利義務の承継） 

第１２１条 厚生年金基金（別表第２０に掲げるものに限る。）の加入員が、当該加入員の資格を

喪失した日の翌日にこの基金の加入者となる場合にあっては、当該加入員の給付（厚生年金保

険法第１３２条第２項に規定する額に相当する給付を除く。）の支給に関する権利義務を当該厚

生年金基金から承継する。 

２ 前項の権利義務の承継が行われた場合にあっては、基金は、当該厚生年金基金から、その者
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の権利義務の承継に係る積立金の移換を受けるものとする。 

 

（加入者への説明） 

（※１ 待期期間を設けていない場合） 

第１２２条 この基金は、従業者が加入者の資格を取得したとき又は加入者の資格を喪失したと

きは、第１０２条から前条までの規定に関し、企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則（平

成１７年７月５日年企発第０７０５００１号）第２に基づき、当該従業員に対して説明しなけ

ればならない。 

（※２ 待期期間を設けている場合） 

第１２２条 この基金は、従業者がこの基金の実施事業所に使用されるに至ったとき又は加入者

の資格を喪失したときは、第１０２条から前条までの規定に関し、企業年金等の通算措置に係

る事務取扱準則（平成１７年７月５日年企発第０７０５００１号）第２に基づき、当該従業員

に対して説明しなければならない。 

 

第１３章 雑則 

 

（事業年度） 

第１２３条 基金の事業年度は○月１日に始まり、翌年○月末日に終わる。 

 

（届出） 

第１２４条 受給権者が死亡したときは、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）の規定による死

亡の届出義務者は、３０日以内にその旨を基金に届け出なければならない。 

２ 年金給付の受給権者は、毎年１回生存に関する届書を基金に提出しなければならない。 

 

（受給手続（任意）） 

第１２５条 基金による給付を受ける者は、基金に第４８条に定める書類のほか、次の各号に定

める書類を提出しなければならない。ただし、基金が制度の運営に支障を及ぼさないと認めた

ときは、その一部の書類の提出を省略することができる。 

一 給付の受領方法についての届 

二 年金給付を受ける場合において自己の住所及び印鑑についての届 

三 所得税法（昭和４０年法律第３３号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）で定め

る必要な申告書 

２ 前項による届出を行った事項について変更のあったときは、速やかに基金に届け出なければ

ならない。 

 

（報告書の提出） 

第１２６条 基金は、毎事業年度終了後４ヶ月以内に、事業及び決算に関する報告書を作成し、

厚生労働大臣に提出するものとする。 

２ 基金は、前項の書類を基金の事務所及び実施事業所に備え付けて置くものとする。 

３ 加入者又は加入者であった者は、基金に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。

この場合において基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。 

 

（年金数理関係書類の年金数理人による確認） 

第１２７条 基金が厚生労働大臣あてに提出する規則第１１６条に規定する年金数理に関する業

務に係る書類については、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数

理人が確認し、署名押印したものでなければならない。 

 

（業務概況の周知） 

第１２８条 基金は、基金の業務の概況について、毎事業年度１回、次に掲げる事項を加入者及

び加入者であった者であって基金が給付の支給に関する義務を負っているもの（以下この条に
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おいて「受給権者等」という。）に周知することとする。 

一 給付の種類ごとの標準的な給付の種類の額及び給付の設計 

二 加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数 

三 基金が支給した給付の種類ごとの給付の額その他給付の支給の概況 

四 事業主が基金に納付した掛金の額、納付時期その他の掛金の状況 

五 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況 

六 積立金の運用収益又は運用損失及び資産構成割合その他積立金の運用の概況 

七 基本方針の概要 

八 その他基金の事業に係る重要事項 

２ 基金は、前項に掲げる周知事項を、常時実施事業所の見やすい場所に掲示するとともに、周

知事項を記載した書面を加入者及び受給権者等に配布する。 

 

（※ 複数の事業主が共同して実施している場合） 

（実施事業所の減少に係る掛金の一括拠出） 

（※１ 継続基準に必要な掛金を基準として定める場合） 

第１２９条 基金の実施事業所が減少するときは、当該減少に係る実施事業所（以下「減少実施

事業所」という。）の事業主は、次に掲げる額を合算した額を、掛金として一括して拠出しなけ

ればならない。 

一 減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなる

特別掛金の予想額の現価 

二 減少実施事業所が減少する日の直前の事業年度の末日（当該減少する日が事業年度の末日

から４月を経過していない場合にあっては、直前の事業年度の前事業年度の末日）における

繰越不足金の額に前号の特別掛金の予想額の現価を特別掛金収入現価で除して得た率を乗じ

て得た額 

２ 前項の掛金は全額事業主が負担する。 

（※２ 非継続基準に必要な掛金を基準として定める場合） 

第１２９条 基金の実施事業所が減少するときは、当該減少に係る実施事業所（以下「減少実施

事業所」という。）の事業主は、減少実施事業所が減少する日の直前の事業年度の末日（当該減

少する日が事業年度の末日から４月を経過していない場合にあっては、直前の事業年度の前事

業年度の末日）において、積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合における当該下回

っている額に、減少実施事業所に係る最低積立基準額を最低積立基準額で除して得た率を乗じ

て得た額を、掛金として一括して拠出しなければならない。 

２ 前項の掛金は全額事業主が負担する。 

 

（法令の適用） 

第１３０条 この規約に特別の規定があるものを除くほか、この規約の実施のための手続き、そ

の他の執行については、法、令及び規則並びに関係法令及び通知の規定するところによる。 

 

 附則【新規ＤＢ用】 

 

（施行日） 

第１条 この規約は、平成○年○月○日から施行する。 

 

（加入及び加入者期間に関する経過措置） 

第２条 平成○年○月○日に、第４０条に定める加入者の資格を有する者は、この規約の施行日

（以下「施行日」という。）に加入するものとする。 

（※ 制度実施前の期間を合算する場合） 

２ 施行日の前に、加入者が○○会社に使用されていた期間は加入者期間に合算するものとする。 

 

（事業年度の経過措置） 
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第３条 第１０２条の規定に関わらず、基金の最初の事業年度は施行日に始まるものとする。 

 

（※ 適格退職年金からの移行を行う場合） 

（適格退職年金からの移行） 

第４条 基金は、施行日の前日において事業主が実施していた適格退職年金契約に係る給付の支

給に関する権利義務を承継するものとする。 

２ 基金は、○年○月○日までに、当該適格退職年金契約に係る積立金の移換を受けるものとす

る。 

３ 施行日の前日において、当該適格退職年金の受給権を取得している者は、支給に関する権利

義務が承継された給付について、基金における受給権者とする。 

 

（※ 過去期間通算等を行って、最低保全給付の一部を控除する場合） 

（最低保全給付に関する経過措置） 

第５条 第８６条第３項第４号及び第５号の最低保全給付については、同各号の規定に基づき計

算した最低保全給付から、この規約の施行日前の期間に係る給付の額にこの規約の施行日から

基準日までの年数（１年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとす

る。）を５から減じた数（当該数が零未満となる場合にあっては零とする。）を５で除して得た

数を乗じて得た額を控除するものとする。 

 

（非継続基準の財政検証による特例掛金） 

第６条 ○○年度の財政検証において、積立金の額の最低積立基準額に対する比率が９０％を下

回ったため、積立水準を回復するための特例掛金を定める。 

２ 前項の特例掛金は、各加入者の標準給与に５％を乗じて得た額を合算した額とする。 

（※ 掛金総額を規定する場合） 

２ 前項の特例掛金は、１，０００，０００円とする。 

 

（※ 積立金の額か積立上限額を上回った壌合） 

（積立金の額が積立上限額を上回ったことによる掛金の控除） 

第７条 ○○年度末における積立金の額が積立上限額を○○○，○○○円上回ったため、○年○

月から○年○月までの間、事業主は、掛金の額から○○，○○○円を控除した額を掛金として

拠出するものとする。 

 

 附則【代行返上用】 

 

（施行日） 

第１条 この規約は、平成○年○月○日から施行する。 

 

（加入及び加入者期間に係る経過措置） 

第２条 平成○年○月○日に、第３条に定める加入者の資格を有する者は、この規約の施行日

（以下「施行日」という。）に本制度に加入するものとする。 

２ 施行日の前日において、旧基金の加入員であって、施行日において、第３条に定める加入者

の資格を有しない者は、同日に本制度の加入者の資格を喪失するものとする。 

３ 施行日の前に、加入者が○○厚生年金基金（以下「旧基金」という。）に加入していた期間は、

加入者期間に合算するものとする。 

 

（事業年度の経過措置） 

第３条 第１０２条の規定に関わらず、基金の最初の事業年度は施行日に始まるものとする。 

 

（厚生年金基金からの移行） 

第４条 基金は、法第１１２条第４項の規定に基づき、同項の規定により消滅した旧基金に係る
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権利義務を承継するものとする。 

２ 施行日の前日において、旧基金の受給権を取得している者は、支給に関する権利義務を承継

された給付について、本制度の受給権者とする。 

３ 当該権利義務の承継に係る旧基金が、法第１１２条第４項の規定により消滅したときは、基

金は、厚生年金保険法第１６２条の３第１項に規定する責任準備金に相当する額を政府に納付

するものとする。 

 

（※ 厚生年金基金の基本部分の給付設計を加入者について変更する場合（薄皮のみ）） 

第４条の２ 前条の規定に基づき、旧基金の権利義務を承継した場合において、当該権利義務の

承継に係る旧基金の加入員であった者の給付ついては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当

該各号に定めるところにより行うものとする。 

一 施行日の前日において、旧基金の加入員であった期間が２０年以上の者 当該者が５０歳

以上で実施事業所に使用されなくなったとき又は６０歳に達したときに、年金として５年間

支給することとし、当該者に支給する年金額は、旧基金の規約（以下「旧規約」という。）に

基づき計算された基本年金額から、旧基金が厚生年金保険法附則第３０条第１項の認可を受

けた日前の旧基金の加入員であった全期間の平均額準報酬月額の１，０００分の７．１２５

（附則別表第●の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替えるものとする。）

に相当する額に旧基金が同項の認可を受けた日前の旧基金の加入員であった期間の月数を乗

じて得た額を控除した額（以下「旧規約に基づき計算された基本上乗せ年金額」という。）に

○○．○○○○を乗じて得た額を支給するものとする。ただし、当該者が５０歳以上で実施

事業所に使用されなくなったとき又は６０歳に達したときに選択した場合には、当該年金給

付に代えて一時金を支給するものとし、当該一時金の額は、旧規約に基づき計算された基本

上乗せ年金額に、当該者が選択したときにおける年齢に応じて附則別表第▲に定める率を乗

じて得た額とする。 

二 施行日の前日において、旧基金の加入員であった期間が２０年末満の者 当該権利義務を

承継したときに一時金として支給することとし、当該一時金給付の額は、旧規約に基づき計

算された基本上乗せ年金額に、施行日における年齢に応じて附則別表第▲に定める率を乗じ

て得た額とする。 

 

（※ 厚生年金基金の基本部分（薄皮のみ）を受給者、待期者の希望者について一時金で支給す

る場合） 

第４条の３ 第○条の規定に基づき、旧基金の権利義務を承継した場合において、当該権利義務

を承継したときにおける受給者が選択した場合、又は、施行日の前日において旧基金の加入者

であった者（受給者を除く。）が６０歳に到達したときに選択した場合、当該権利義務を承継し

た給付のうち基本部分に係る年金給付に代えて一時金として支給する。 

２ 前項に規定する一時金の額は、旧規約に基づき計算された基本年金額から、旧基金が厚生年

金保険法附則第３０条第１項の認可を受けた日前の旧基金の加入員であった全期間の平均額準

報酬月額の１，０００分の７．１２５（附則別表第●の左欄に掲げる者については、同表の右

欄のように読み替えるものとする。）に相当する額に旧基金が同項の認可を受けた日前の旧基金

の加入員であつた期間の月数を乗じて得た額を控除した額に、当該選択したときにおける年齢

に応じて附則別表第▲に定める率を乗じて得た額とする。 

 

（※ 過去期間通算等を行って、最低保全給付の一部を控除する場合） 

（最低保全給付に関する経過措置） 

第５条 第８６条第３項第４号及び第５号の最低保全給付については、同各号の規定に基づき計

算した最低保全給付から、この規約の施行日前の期間に係る給付の額にこの規約の施行日から

基準日までの年数（１年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとす

る。）を５から減じた数（当該数が零未満となる場合にあっては零とする。）を５で除して得た

数を乗じて得た額を控除するものとする。 
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（非継続基準の財政検証による特例掛金） 

第６条 ○○年度の財政検証において、積立金の額の最低積立基準額に対する比率が９０％を下

回ったため、積立水準を回復するための特例掛金を定める。 

２ 前項の特例掛金は、各加入者の標準給与に５％を乗じて得た額を合算した額とする。 

（※ 掛金総額を規定する場合） 

２ 前項の特例掛金は、１，０００，０００円とする。 

 

（※ 積立金の額か積立上限額を上回った壌合） 

（積立金の額が積立上限額を上回ったことによる掛金の控除） 

第７条 ○○年度末における積立金の額が積立上限額を○○○，○○○円上回ったため、○年○

月から○年○月までの間、事業主は、掛金の額から○○，○○○円を控除した額を掛金として

拠出するものとする。 
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別表第１（第４条が※の場合） 

名称 所在地 

 ○○県○○市○○  ○○会社本社 

 ○○県○○市○○  ○○会社○○工場 

 ○○県○○郡○○町○○  ○○会社○○工場 

 別表第２（第９条第２項） 

選挙区 互選代議員の数 

  

  

 別表第３（第４３条第４項が※３の場合） 

厚生年金適用事業所名 

 △△会社 

 □□会社 

 別表第４（第４９条が※１の場合） 

加入者期間 金  額 

２，０００円３年未満 

３，０００円３年以上４年未満 

４，０００円４年以上５年未満 

…… 

３０，０００円３０年以上 

 別表第５（第４９条が※３の場合、第８６条第３項が※１の場合） 

加入者期間 会社都合 自己都合 

１．０２．０３年未満 

１．５３．０３年以上４年未満 

２．０４．０４年以上５年未満 

……… 

１５．０３０．０３０年以上 

 別表第６（第４９条が※３の場合） 

＜据置乗率＞ 

 別表第７（第４９条第２項） 

期  間 金  額 

１，０００円３年未満 

１，５００円３年以上４年未満 

２，０００円４年以上５年未満 

…… 

１５，０００円３０年以上 

別表第８（第５９条、第６４条第３項） 

＜繰下増額率＞ 

 別表第９（第６０条） 

＜残存期間ごとの年金現価率に応じて定める率＞ 

 別表第１０（第６３条、第６４条第３項、第６８条、第７１条第２項、第７２条第２項） 

＜一時金換算率＞ 

別表第１１（第７５条が※３の場合） 

加入者期間 掛金率 

２．５１６歳未満 

２．６１６歳以上１７歳未満 

２．７１７歳以上１８歳未満 

…… 

８．７６０歳以上 
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別表第１２（第８６条第３項が※２の場合） 

加入者期間 係数 

１６歳未満 ０．１

１６歳以上１７歳未満 ０．１

１７歳以上１８歳未満 ０．１

… …

６０歳以上 １．０

 別表第１３（第１０８条） 

事業所名 所在地 

  

  

 別表第１４（第１０９条） 

基金名 所在地 

  

  

 別表第１５（第１１１条が※２の場合） 

 15万円～ 16万円～ 49万円～ 
初任給 ・・・・・

16万円 17万円 50万円 
年齢 

15     

16     

・・・     

59     

60     

 別表第１６（第１１１条が※３の場合） 

区分 率 

 【最終学歴】 

高卒 

大卒 

修士卒 

【職歴】 

～5年 

5年～10年 

10年～15年 

別表第１７（第１１２条） 

資格取得時から支給

開始時までの期間 
率 

据置利率と年金換算率で求められる1年 

2年 

・・・ 

40年 

別表第１８（第１１３条） 

資格取得時から支給

開始時までの期間 
率 

付与する利率 1年 

2年 

・・・ 

40年 
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別表第１９（第１１８条及び１２０第条） 

規約番号 事業所名 

  

  

 別表第２０（第１１９条及び第１２１条） 

基金番号 基金名 
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運用管理規程（例） 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、○○企業年金基金の積立金の管理及び運用に関する契約の締結に関し、○

○企業年金基金規約（以下「規約」という。）第８９条に掲げる事項を定め、適切な資産の管

理及び運用に資することを目的とする。 

 

 

（運用受託機関） 

第２条 規約第８８条に掲げる契約を締結した運用受託機関については、別表に掲げるとおりと

する。 

 

 

（運用受託機関に対する掛金の払込及び給付費等の負担） 

第３条 運用受託機関に対する掛金の払い込み及び給付費等の負担については、別表に掲げると

おりとする。 

 

 

（規程の変更等） 

第４条 第２条に規定する事項を変更する場合は、代語員会の議決を経るものとする。 

 

２ 前条に規定する事項を変更する場合は、理事会の議決を経るものとする。 

 

３ 前項の規定にかかわらず、積立金の安全かつ効率的な運用のために臨時急施を要する場合は、

理事長の専決をもって決定することができる。 

 

４ 理事長は、前２項の規定による処置を行った場合は、次の代議員会においてこれを報告し、

その承認を得なければならない。 

 

 

（資産の額の変更） 

第５条 規約第８８条の契約に関して、第３条に規定する掛金の払込及び給付費等の負担以外の

事由によって、当該契約に係る資産の額を変更する場合は、理事会において議決を経るものと

する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、積立金の安全かつ効率的な運用のために臨時急施を要する場合は、

理事長の専決をもって決定することができる。 

 

３ 理事長は、前２項の規定による処置を行った場合は、次の代議員会においてこれを報告し、

その承認を得なければならない。 

 

 

附則 

 

この規程は、平成○年○月○日から施行する。 
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別表 

給付費等の掛金の払込

割合 投資顧問業者の名称委託機関の名称 負 担 割 合

（％） （％） 

○○ ○○ ◎ △△信託銀行株式会社 

○○ ○○ △△信託銀行株式会社 

○○ ○○ ○ △△生命保険相互会社 

（○○） （○○） （うち第１特約） 

（○○） （○○） （うち第２特約） 

○○ ○○ △△生命保険相互会社 

（○○） （○○） （うち第１特約） 

（○○） （○○） （うち第２特約） 

○○ ○○ 全国共済農業協同組合連合会 △△投資顧問株式会

社 ○○ ○○ △△信託銀行株式会社 

○○ ○○ △△信託銀行株式会社 △△投資顧問株式会

社 

合計 １００ １００  

 

※１ 掛金の払込及び給付費等の負担について、制度全体の取りまとめ及び規約第８８条の規

定に基づく契約ごとの取りまとめを行う運用受託機関に◎印を付している。 

※２ 掛金の払込及び給付費等の負担について、規約第８８条の規定に基づく契約ごとの取り

まとめを行う運用受託機関に○印を付している。 
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